
議員提出第１３号議案 

 

   独立行政法人都市再生機構住宅（旧公団住宅）居住者の居住の 

   安定に関する意見書 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定により提

出する。 

  平成１９年１０月１９日 

         提 出 者 

足立区議会議員  う す い  浩  一 

同        鈴  木     進 

同        さ と う  純  子 

同        加  藤  和  明 

同        金  沢  美 矢 子 

同        高  山  延  之 

同        金  田     正 

同        お ぐ ら  修  平 

 

足立区議会議長  加 藤 和 明  様 

 

（提案理由） 

 政府及び都市再生機構に対し、都市再生機構賃貸住宅居住者の居住の

安定を図るよう求めるため、本案を提出する。 

 



   独立行政法人都市再生機構住宅（旧公団住宅）居住者の居   

   住の安定に関する意見書 

 

 本年６月２２日に閣議決定された「規制改革推進のための３ヵ年計画」

は、独立行政法人都市再生機構（以下、都市再生機構という。）の賃貸

住宅事業に関して、現在の７７万戸の規模は過大であるとした上で、公

営住宅階層の居住者が大半を占める物件は、地方公共団体への譲渡など

について協議すること、７７万戸の賃貸住宅について今後の削減目標数

を明確にすることなど、６項目について結論を出し、速やかに措置する

よう求めている。 

 政府及び都市再生機構も認めるとおり、旧公団住宅では高齢化が進み、

収入の上でも公営住宅階層が大半を占めている。そして、高家賃に耐え

ながらも約７割の世帯が、永住を希望している。 

 また、地方公共団体が、財政的に都市再生機構住宅の譲渡を受け入れ

る状況にないことは明らかであり、「民間開放」も政府の視野にあるも

のと察せられ、大きな危惧を抱いている。 

 よって、足立区議会は政府及び都市再生機構に対し、都市再生機構賃

貸住宅居住者の居住の安定を図るため、下記事項を実現するよう強く求

めるものである。 

記 

１ 全会派が賛成した都市再生機構法付帯決議をはじめ、国会諸決議に

反する決定を行わず、決議を誠実に守りその実現に努めること。 

２ 都市再生機構住宅が住宅セーフティネットとして、公共住宅の役割

を果たすようその充実に努めること。 

３ 都市再生機構は、居住者の高齢化や収入低下の実態に配慮して、現

行の家賃制度及び改定ルールを再検討すること。 

４ 都市再生機構は、居住者の同意のない住棟・団地の売却を行わず、

建替えに当たっては入居者の安定した継続入居を保障すること。 



 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成  年  月  日 

                   議  長  名 

内閣総理大臣 

総 務 大 臣 

国土交通大臣           あ て 

行政改革担当大臣 

独立行政法人都市再生機構理事長 

 


